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2はじめに

◼ 第1回本作業会（2024年7月19日）では、地域間連系線では、N-0（設備健全時）において、需給ひっ迫に
伴う計画停電等のおそれがある場合、N-1故障・N-2故障時の供給信頼度低下を許容した緊急的な運用容量の
拡大が認められていることを実事例とともにご紹介した。

◼ この点、地内系統における考え方は整理されていないが、今後の系統混雑の進展に伴い、需給ひっ迫時においても
供給力の制限が懸念されることから、地内系統の運用容量を緊急的に拡大できる仕組み（適用基準、承認者、
拡大までのスキーム、情報公表、事後検証など）の整理が必要であることを第2回本作業会（2024年8月29
日）で主要論点としてお示しした。

◼ その後、2024年度重負荷期には、地内基幹送電線フェンスでの系統混雑に伴い、供給支障には至らなかったが、
エリア間補正融通に影響が生じたとともに、将来的には全国大で地内系統混雑による同事象が生じ得る可能性が
第86回広域系統整備委員会（2025年1月15日）で報告されている。

◼ 今回、まずもって、地域間連系線における緊急拡大スキームの考え方や仕組みを紹介させていただいたうえで、地内
系統に緊急拡大スキームを適用する場合の論点を整理したため、ご議論いただきたい。



3（参考） 第1回本作業会でお示しした緊急的な運用容量拡大に関する実事例

出所）第1回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年7月19日）資料6
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_1_06.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_1_06.pdf


4（参考） 第2回本作業会でお示しした緊急的な運用容量拡大に関する論点

出所）第2回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年8月29日）資料5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_2_05.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_2_05.pdf


5（参考） 地内系統混雑に伴うエリア間補正融通への影響事例

出所）第86回広域系統整備委員会（2025年1月15日）資料２
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2024/files/seibi_86_02_01.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2024/files/seibi_86_02_01.pdf


6（参考） 将来的な重負荷期の基幹ループ系統混雑（空容量僅か）の見通し

出所）第86回広域系統整備委員会（2025年1月15日）資料２
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2024/files/seibi_86_02_01.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2024/files/seibi_86_02_01.pdf
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9地域間連系線における緊急的な運用容量拡大（１／２）

◼ 地域間連系線における緊急的な運用容量の拡大は、第1回本作業会（2024年7月19日）で紹介したとおり、
電力広域的運営推進機関（以下、広域機関）の業務規程第153条「緊急時の連系線の使用」に規定。

出所）第1回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2024年7月19日）資料6
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_1_06.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/unyouyouryousagyoukai_1_06.pdf


10地域間連系線における緊急的な運用容量拡大（２／２）

◼ 具体的な運用容量の拡大手順は、下図のフローのとおり。

◼ 次頁以降、各フローにおける詳細（①適用基準、②承認、③情報公表、④事後検証）について紹介する。

一般送配電事業者 電力広域的運営推進機関

計
画

段
階
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給
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前
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度
）

実
需

給
後

自らの供給区域の需給ひっ迫（のおそれ）あり

地域間連系線マージン使用（業務規程第152条）その他の対策実施

エリア需給計画・運用容量拡大量・期間・影響等の情報提出

提出（必要性も説明）

運用容量拡大を理事会が承認

運用容量拡大要否

必要

広域連系系統の需給ひっ迫（のおそれ）あり

運用容量拡大要否

必要

適用基準を満足

受領・内容の確認（時間がない場合は承認後、事後的に確認）

満足

関連一般送配電事業者に運用容量拡大可能量を確認

緊急時運用容量、信頼度低下レベル等の情報公表

運用容量拡大の妥当性について事後検証

地域間連系線マージン使用（業務規程第152条）その他の対策実施



11（参考） 一般送配電事業者の緊急時地域間連系線の使用に関する事前・事後説明

出所）第73回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2022年5月25日）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/files/chousei_73_04.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/files/chousei_73_04.pdf


12① 地域間連系線における緊急的な運用容量拡大時の適用基準（１／２）

◼ 2017年度 第3回運用容量検討会（2017年12月15日）では、まず、地域間連系線でのN-1・N-2故障発生
確率とその影響範囲を考慮し、緊急的な運用容量拡大時のリスクを整理している。

出所）2017年度 第3回運用容量検討会（2017年12月15日）資料1-5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/unyouyouryou/2017/files/2017_3_1_5_kinkyukakudai.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/unyouyouryou/2017/files/2017_3_1_5_kinkyukakudai.pdf


13① 地域間連系線における緊急的な運用容量拡大時の適用基準（２／２）

◼ 前頁のリスクを踏まえ、運用容量拡大後に当該連系線故障が生じた場合の影響範囲が、需給ひっ迫エリアのみに
限定される場合には、運用容量拡大可能と整理している。

◼ また、地域間連系線隣接エリアの一部に影響範囲が限定される場合、あるいは広範囲に影響するが、発生確率
が低い（N-2故障）場合には、条件付きで運用容量拡大可能と整理。

◼ 最後に、故障発生確率が高く（N-1故障）、需給ひっ迫エリア以外の広範囲に影響する場合は、運用容量拡大
は困難と整理している。

連系線
故障

問題となる制約と系統への影響

影響の範囲（〇：リスクあり／ー：リスクなし）

需給ひっ迫エリア
のみに影響

連系線隣接エリ
アの一部に影響

広範囲に影響

N-1

熱容量（周波数） 設備損壊回避のための連系分離 〇※ ー 〇

同期安定性 発電機が連鎖脱調 ー ー 〇

電圧安定性 一部の地域で電圧低下 ー 〇 ー

N-2

周波数 周波数低下もしくは上昇 〇※ ー 〇

ル
ー

プ
線

路 熱容量（周波数） N-1と同じ 〇※ ー 〇

同期安定性 同上 ー ー 〇

電圧安定性 同上 ー 〇 ー

発生
確率

（高）

（低）
※ 系統の末端となるエリアが需給ひっ迫の場合

影響
範囲

（小） （大）

拡大
困難

拡大可

拡大可
条件付き
拡大可能

出所）2017年度 第3回運用容量検討会（2017年12月15日）資料1-5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/unyouyouryou/2017/files/2017_3_1_5_kinkyukakudai.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/unyouyouryou/2017/files/2017_3_1_5_kinkyukakudai.pdf


14② 地域間連系線における緊急的な運用容量拡大時の承認

◼ 緊急時の地域間連系線の使用（緊急時の運用容量拡大）は、一般送配電事業者からの需給計画、運用容量
拡大量・期間、その影響等の情報や、前述の適用基準を踏まえ、広域機関の理事会決議により承認する。

出所）電力広域的運営推進機関 第354回理事会（2022年6月27日）議事録
https://www.occto.or.jp/soukaihoka/rijikai/2022/files/rijikai_354_gjiroku_1.pdf

※１ 東北東京間連系線（東京向き）においては、同期安定性限度値が制約となることが多く、常時は運転されない電源を追加起動・電制対象と
することで、影響範囲を限定的（一部の地域で負荷遮断）とした上で、同期安定性限度値を拡大することとしている。

※１

https://www.occto.or.jp/soukaihoka/rijikai/2022/files/rijikai_354_gjiroku_1.pdf


15③ 地域間連系線における緊急的な運用容量拡大時の情報公表

◼ 緊急的な運用容量拡大後を理事会決議で承認した場合には、広域機関の業務規程第153条に基づき、拡大後
の緊急時運用容量と想定される信頼度低下レベルなどを広域機関HPに公表している（下図の情報公表例参照）。

出所）電力広域的運営推進機関「緊急時の地域間連系線の使用について（6月27日分）」
https://www.occto.or.jp/oshirase/shiji/20220627_jukyushiji_renkei.html

出所）電力広域的運営推進機関「緊急時の地域間連系線の使用について（1月13日分）」
https://www.occto.or.jp/oshirase/shiji/2021_0113_jukyushiji7.html

https://www.occto.or.jp/oshirase/shiji/20220627_jukyushiji_renkei.html
https://www.occto.or.jp/oshirase/shiji/2021_0113_jukyushiji7.html


16④ 地域間連系線における緊急的な運用容量拡大後の事後検証

◼ 実際に供給信頼度の低下を伴いつつ地域間連系線の運用容量を拡大した後には、その妥当性を広域機関が
事後検証を行うことと整理している。



17（参考） 業務規程第153条に基づく運用容量の緊急拡大事例

◼ 業務規程第153条に基づき、広域機関が承認（あるいは事後的に検証）した緊急的な運用容量拡大事例は
下表の通りであり、いずれも、広範囲に影響するが発生確率が低いリスクレベルでの拡大であった。

運用容量を拡大した地域間連系線 日時 目的 供給信頼度低下レベル

中部関西間連系線（順方向）
【周波数維持制約】

2021年1月8日
4:30～24:00

関西・中国・九州エリアの
需給状況改善

N-2故障時に北陸・関西・中国・四国・九州
エリアの一部地域で停電リスクあり

【広範囲に影響するが発生確率が低い】

2021年1月9日
3:00～24:00

2021年1月10日
0:00～24:00

2021年1月11日
0:00～24:00

2021年1月12日
0:00～24:00

2021年1月13日
0:00～24:00

東北東京間連系線（順方向）
【同期安定性制約】

2022年3月22日

福島県沖地震の影響に
伴う東京・東北エリアの

需給状況の改善

N-2故障時に東北・東京エリアの一部地域で
停電リスクあり

【広範囲に影響するが発生確率が低い】

2022年6月27日
15:00～18:00

東京エリアの
需給状況改善

2022年6月29日
8:00～22:00

2022年6月30日
8:00～22:00



18（参考） 東北東京（順方向）／中部関西（順方向）の限界潮流超過時のリスク概要

出所）第73回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2022年5月25日）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/files/chousei_73_04.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/files/chousei_73_04.pdf


19（参考） 2022年3月22日東北東京間連系線（順方向）の運用容量を拡大して使用した実績

出所）第73回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2022年5月25日）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/files/chousei_73_04.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2022/files/chousei_73_04.pdf
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21地内送電線における緊急的な運用容量拡大の論点

◼ 地内送電線においても緊急的な運用容量の拡大スキームを整備する場合には、前章の地域間連系線のスキームを
参考にすると、主に下表の論点が考えられる。

◼ 各論点については、今後、一般送配電事業者と連携のうえ検討を進めていくこととし、次回以降、検討結果につい
て本作業会へ報告することとしたい。

項目 論 点

適用系統
【地内系統の適用範囲（電圧階級）】
エリア間補正融通を制限し得る基幹系統を適用範囲とすることでよいかどうか

拡大スキーム

【需給ひっ迫時の追加供給力対策の優先順位】
地内送電線における緊急的な運用容量拡大の検討・実施順位の整理が必要か
【緊急時SCEDを活用した緊急的な運用容量の拡大スキーム】
緊急的にSCED機能による運用容量（熱容量制約）の拡大が必要になる場合のスキーム整理も必要か

適用基準

【限界潮流超過時に故障発生した際の影響範囲（リスク）】
地域間連系線と同様とは限らないか（放射状・ループなどの違いで異なるか）
【適用基準の考え方】
地域間連系線と同様（発生頻度が高く、影響が広範囲の場合には、拡大不可）という考え方）でよいか

承認者
【判断主体】
エリア間補正融通など、広域的な対応をすべて講じたうえでの運用容量拡大判断となることから、少なくとも、
基幹系統の場合には、現行の地域間連系線と同様となるか

情報公表
【情報公表者・項目】
承認者がHP上に現行の地域間連系線と同様の情報を公表することでよいかどうか

事後検証
【事後検証者・項目】
少なくとも、基幹系統の場合には、広域的な対応をすべて講じたうえでの運用容量拡大判断であること、あらか
じめ定める適用基準を満足していることなどを検証することとなるか



22（参考） 地内系統の適用範囲

◼ 第86回広域系統整備委員会（2025年1月15日）での報告の通り、地内基幹送電線（フェンス）の系統制約
により地域間連系線を活用したエリア間補正融通が制限される。

◼ このような場合、需給バランス維持に必要な供給力等が確保できない（計画停電）可能性があることから、エリ
ア間補正融通を制限し得る基幹系統から優先的に検討を進めていくことでよいかどうか。

出所）第86回広域系統整備委員会（2025年1月15日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2024/files/seibi_86_02_01.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/2024/files/seibi_86_02_01.pdf


23（参考） 需給ひっ迫時の追加供給力対策の優先順位

◼ 需給ひっ迫時の追加供給力対策は、あらかじめ検討順序・実施基準が定められており、自エリアの追加供給力対策
を最大限講じてもなお広域予備率が3%未満となる場合にマージン使用・運用容量拡大する考え方が基本である。

◼ 今回、地内送電線の緊急的な運用容量拡大を対策として追加する場合、その追加供給力対策を検討（あるい
は実施）する順序は、供給信頼度低下を許容した対策であることを踏まえどう在るべきか整理する必要がある。

出所）第82回電力・ガス基本政策小委員会（2024年10月29日）資料4
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/082_04_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/082_04_00.pdf


24（参考）緊急時SCEDを活用した緊急的な運用容量の拡大スキーム

◼ 第7回本作業会では、将来の同時市場導入あるいは次期中給運開後には、短時間で運用容量以内になるような
潮流調整（SCED機能）が可能になることが期待されることを紹介した。

◼ このため、運用容量（熱容量制約）の緊急的な拡大が必要とされる場合※1には、SCED機能を活用した拡大ス
キームを整備することも必要と考えられる。

出所）第7回将来の運用容量等の在り方に関する作業会（2025年4月22日）資料5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/files/unyouyouryousagyoukai_7_05.pdf

※1 例えば、熱容量制約以外の要因で運用容量が決定（当該運用容量が短時間熱容量以下）している地域間連系線や地内送電線において、運用容量を緊急的に
拡大した結果、制約要因が熱容量制約に置き換わる場合、更に、SCED機能による運用容量（熱容量制約）拡大が必要とされる

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2025/files/unyouyouryousagyoukai_7_05.pdf


25（参考） 限界潮流超過時に故障発生した際の影響範囲（リスク）・適用基準

◼ 地内送電線の運用容量を緊急的に拡大した場合、限界潮流超過時の故障に伴う影響の範囲は、地域間連系線
の整理内容と同様とは限らないか。

◼ また、上記のリスク区分を整理（あるいは現行の地域間連系線と同様と）したうえで、現行の地域間連系線と同様
の適用基準（N-1故障のように発生頻度が高く、かつ影響範囲が広範囲となる場合には拡大困難など）とするかど
うか。

出所）2017年度 第3回運用容量検討会（2017年12月15日）資料1-5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/unyouyouryou/2017/files/2017_3_1_5_kinkyukakudai.pdf

連系線
故障

問題となる制約と系統への影響

影響の範囲（〇：リスクあり／ー：リスクなし）

需給ひっ迫エリア
のみに影響

連系線隣接エリ
アの一部に影響

広範囲に影響

N-1

熱容量（周波数） 設備損壊回避のための連系分離

同期安定性 発電機が連鎖脱調

電圧安定性 一部の地域で電圧低下

N-2

周波数 周波数低下もしくは上昇

ル
ー

プ
線

路 熱容量（周波数） N-1と同じ

同期安定性 同上

電圧安定性 同上

発生
確率

（高）

（低）
※ 系統の末端となるエリアが需給ひっ迫の場合

影響
範囲

（小） （大）

「影響の範囲」や「適用基準」は、必ずしも地域
間連系線と同様とは限らないか

https://www.occto.or.jp/iinkai/unyouyouryou/2017/files/2017_3_1_5_kinkyukakudai.pdf
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◼ 今回、まずもって、地域間連系線における緊急拡大スキームの考え方や仕組みを紹介させていただいたうえで、地内
系統に緊急拡大スキームを適用する場合の論点を整理した。

◼ 今後、一般送配電事業者と連携のうえ、下記論点の検討を進めていくこととし、次回以降、本作業会へ検討結
果を報告する。

項目 論 点

適用系統
【地内系統の適用範囲（電圧階級）】
エリア間補正融通を制限し得る基幹系統を適用範囲とすることでよいかどうか

拡大スキーム

【需給ひっ迫時の追加供給力対策の優先順位】
地内送電線における緊急的な運用容量拡大の検討・実施順位の整理が必要か
【緊急時SCEDを活用した緊急的な運用容量の拡大スキーム】
緊急的にSCED機能による運用容量（熱容量制約）の拡大が必要になる場合のスキーム整理も必要か

適用基準

【限界潮流超過時に故障発生した際の影響範囲（リスク）】
地域間連系線と同様とは限らないか（放射状・ループなどの違いで異なるか）
【適用基準の考え方】
地域間連系線と同様（発生頻度が高く、影響が広範囲の場合には、拡大不可）という考え方）でよいか

承認者
【判断主体】
エリア間補正融通など、広域的な対応をすべて講じたうえでの運用容量拡大判断となることから、少なくとも、
基幹系統の場合には、現行の地域間連系線と同様となるか

情報公表
【情報公表者・項目】
承認者がHP上に現行の地域間連系線と同様の情報を公表することでよいかどうか

事後検証
【事後検証者・項目】
少なくとも、基幹系統の場合には、広域的な対応をすべて講じたうえでの運用容量拡大判断であること、あらか
じめ定める適用基準を満足していることなどを検証することとなるか


